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	議案表紙　三芳町公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 (2)
	①三芳町公民館の設置及び管理に関する条例
	★三芳町公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
	★【新旧対照】三芳町公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例


